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マクロな制度編成と移民の社会経済的統合 

Institutional Arrangements and Socioeconomic Integration of Immigrants 
 

竹ノ下 弘久 

１．社会階層論から見る移民の社会経済的統合 

国境を越える移動を経た移民が、移住先社会のなかにどのように組み込まれ、その社会にど

のような形で統合されていくのかは、移民研究では、非常に古くからある問いであり、またす

ぐれて現代的な課題でもある。2015 年の三田社会学会大会のシンポジウムのテーマとなった

「移民の市民的統合」は、政策言説としては、1990 年代ないしは 2000 年代以降に注目され、

大きな関心を集めたが、移民のホスト社会への統合それ自体は、大規模な移民受け入れの歴史

を有する国民国家、社会においては、非常に古くからある問題である。 
筆者が大学院生のころは、関根政美先生の大学院の授業や院生同士の研究会で、移民のホス

ト社会における統合の問題を、同化主義や多文化主義という枠組みで議論していた。当時の筆

者にとって、それらの議論の最も中心的な関心は、文化的、言語的背景の異なる人々と受け入

れ社会やマジョリティの人々がどのように「共生」していくかということであった。「文化」を

重要な構成要素とする多文化主義という概念にもとづき、異なる文化的差異を、社会の公的領

域のなかでどう承認していくかが、当時の筆者の大きな関心でもあった。その後、筆者は、量

的社会調査データを用いた階層研究へと大きく傾斜し、その関心は、移民・外国人をめぐる階

層、職業、不平等へと変化していく。とはいえ、研究の焦点が、文化から経済的格差や不平等

に移行したことで、「移民の統合」の問題を、これまでとは異なる視点で、考えられるようにな

った。欧米の先行研究、とりわけ、ポルテス（Alejandro Portes）らを中心とするアメリカの社

会学者や、ヨーロッパにおける移民の編入様式に関する国際比較研究を参照することで、移民

の社会階層と経済的な格差・不平等問題が、移民の社会統合を考えるときの、中心的な問題関

心であることも分かった（Kogan 2007; Portes and Rumbaut 2006; Reitz 1998）。 
一般に、受け入れ社会の労働市場で有用とされる技能やスキルをもたない移民は、賃金の低

い非熟練労働に従事し、景気変動による失業のリスクも高く、経済的にはきわめて周辺化され

ている。受け入れ社会で、高い水準の福祉が提供されている場合は、移民が福祉受給者となる

可能性も高く、そうした状況は、マジョリティ国民からの反発をまねいている。移民の福祉受

給への反発は、マジョリティとマイノリティの社会的分断を招き、移民の社会的孤立や排除を

一層深刻なものとしている（Banting 2000）。欧米を中心とした大規模な移民受け入れを経験し

てきた社会では、移民の階層構造における底辺への編入と社会的排斥の増大から、移民の社会

経済的な「統合」は、実践的な課題でもある。 
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以上の問題関心から、本稿では、階層研究の立場から、社会経済的な統合に焦点をあて、欧

米の移民を対象とする先行研究にもとづき理論的な考察を行う。 
 

２．移民の社会経済的な統合を左右するマクロな諸制度 

（１）市民的統合と社会経済的統合 

本節では、移民の社会経済的統合が、どのようなマクロな諸制度によって形成されているの

か、その理論的な見取り図を示す。移民の社会経済的な統合というとき、それは一体何を指し

示すのであろうか。本稿では、社会経済的な統合を、ホスト社会におけるマジョリティと比較

して、様々な社会的、経済的な生活状況において一定の平等が保障され、主流社会から排除さ

れることなく、社会への参画を促進する取り組みと考えたい。とりわけ、雇用、所得、教育機

会、住宅など、人々が社会生活を送るうえで必要とされる物的、経済的な資源の、一定程度の

平等な分配は、移民が社会から排除されず、移住先の社会に参画していくうえで重要な要素で

ある（Castles et al. 2014; OECD 2007）。 
しかしながら、近年の統合の議論には、移民の主流社会への統合に向けて、同化主義的な視

点が強調されるようになった。すなわち、移民の主流社会への統合を達成するためには、社会

経済的な平等の追求だけでなく、ホスト社会の言語や文化、民主的な価値、法規範への同化が

必要であるというものである（Bevelander and Groeneveld 2012; Joppke 2007）。近年、多くの移民

を受け入れてきた国々では、新規の移民を対象に、市民統合のためのコースの受講を義務づけ、

そのなかで、その社会の支配的な価値観や文化を学習し、最終的にはそのテストを受け、合格

点に達した人だけが、その国の居住権、永住権、市民権が付与される（Takenoshita 2015）。ヨ

ップケは、これを非リベラルな手段を用いたリベラルな価値の追求と考え、抑圧的リベラリズ

ムと呼ぶ（Joppke 2007）。このように、移民の統合には、社会経済的な次元を中心とする構造

的統合と、その社会の支配的な考え方、文化を受け入れる文化的同化の 2 つの側面があるが、

本稿では主として前者に注目し、後者については、前者を論じるうえで必要な側面に限定して

論じることにする 1)。 
 

（２）人的資本理論と編入様式論 
それでは、移民の社会経済的な統合は、いかなる要因によって形成されるのか。言いかえれ

ば、どのような要因が、移民の社会経済的な上昇移動や、貧困や失業からの脱出を可能にし、

マジョリティとの間の機会の平等の実現に寄与するのだろうか。もっともミクロなメカニズム

に依拠した説明として、人的資本理論を移民研究に応用する視点がある。すなわち、移民が移

住先の社会で、よりよい職業につけなかったり、高い失業リスクや、永続的な貧困状況に陥っ

てしまうのは、移住先社会の労働市場で有用とされる人的資本や仕事に必要なスキルをもたな

いからというものである。移民とマジョリティとの人的資本の水準の相違が両者の著しい不平

等をもたらし、移民の社会経済的な排除と貧困を生み出すと、人的資本理論は説明する

43



 
三田社会学第 21 号（2016） 

 32

(Chiswick 1978)。 
経済学者による個人主義的な説明に対し、社会学者は、様々なマクロ、メゾの社会構造に注

目し、それらを制度論の視点から移民の社会経済的な統合を形成するメカニズムとして説明す

る。有名な理論枠組みに、ポルテスの編入様式論（Modes of incorporation）がある。そこでは、

政府の移民を対象とする政策、労働市場をはじめとした社会レベルでの移民の受け入れ、移民

が地域社会レベルで作り出すエスニック・コミュニティという 3 つの要因が、移民の移住先社

会への編入様式を大きく左右するという（Portes and Rumbaut 2006）。ポルテスの理論は、アメ

リカに居住する移民の地位達成や適応の多様性を説明するために提唱された。そのため、古典

的な移民国であるアメリカに特有な諸制度が、考察の背後に退き、国家レベルでのマクロな制

度編成がミクロな移民の社会経済的統合にどう影響するかが、十分に検討されなかった。 
 

（３）移民の社会経済的統合とマクロな諸制度 
近年では、特定の国に居住する移民だけでなく、複数の国に居住する移民を対象とする比較

研究が盛んにおこなわれている。異なる国に居住する移民を比較することで、国ごとに異なる

マクロな制度的状況が、個人レベルの移民の階層的地位やかれらの社会経済的統合にどのよう

な影響を及ぼすかを、実証的に明らかにすることができる。図 1 では、先行研究に依拠して、

移民の階層的地位や社会経済的統合とマクロな諸制度との関係を示した。社会階層論は、脱工

業化とグローバル化が、近年、多くの先進国において不平等や格差の拡大に大きく貢献してい

ると論じる（Bochholz et al. 2009）。脱工業化とグローバル化による格差の拡大は、移民の編入

様式に大きな影響を及ぼし、移民の階層的地位を上層と下層へと大きく二極化（polarization）
させている（Portes et al. 2005）。しかし、脱工業化とグローバル化による格差の増大は、多くの

先進各国で一様に生じているのではなく、各国の異なる制度的状況に媒介され、異なる形で出

現している（Bochholz et al. 2009）。社会階層と不平等の領域では、各国によって異なる福祉レ

ジーム、労働市場構造、労使関係、技能育成のあり方が、グローバル化による格差の増大をど

のように媒介しているかが、国際比較データを用いて検討されてきた。 
本稿では、移民の階層的地位や社会経済的統合を左右する重要な制度要因として、次の 4 つ

をあげたい。それらは、移民の出入国管理政策、移民を対象とする統合政策、福祉レジーム、

雇用政策・労使関係と労働市場構造である。 
移民の出入国管理政策は、移民の階層的地位や社会経済的統合に、どのような影響を及ぼす

のであろうか。出入国管理政策は、どのような移民が、移住国への入国が許可されるのかとい

う点で、移民の選抜に大きく関与している。とりわけ、選抜される移民の人的資本の水準は、

移住後の階層的地位や地位達成に大きな影響を及ぼす。すなわち、出入国管理政策が、選抜さ

れる移民の人的資本をどのように左右しているかが、ここでの重要な論点となる(Van Tubergen 
2006)。出入国管理政策が、高学歴で高技能の移民を優遇し、優先的に選抜する仕組みとなって

いるのか、それとも、低学歴、低技能の移民の入国を許容するものとなっているのか。そうし
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た政策の違いが、受入国に居住する移民の人的資本の水準を大きく左右する(Borjas 1985)。 
たとえばアメリカでは、1965 年の移民法改正により、家族再結合による移住を大幅に認めた

反面、特定の仕事に対する労働需要や専門的知識や技能にもとづいて選抜される移民の規模は、

非常に小さい。対照的に、カナダとオーストラリアでは、白豪主義などの移民の出身国にもと

づく移民選抜をやめたことと並行して、人的資本や技能などの基準にもとづき移民を選抜する

ポイント制度を発展させた。このようにこれら両国は、経済発展に貢献することを意図した出

入国管理政策を展開していった（Reitz 1998）。 
 

図 1 移民の統合とマクロな諸制度（Bochholz et al. 2009; Kogan 2007; Reitz 1998; Van 
Tubergen 2006） 
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統合のためのプログラムの 2 つから構成される。市民権モデルでは、移民の政治参加と市民権

獲得に必要な公的要件に関する包摂と排除のメカニズムに、考察の重点をおく。市民権につい

て国家が行う取り組みは、大きく生地主義と血統主義の 2 つに分けられる（Brubaker 1992）。生
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与に対し、血統主義の国ほど厳格ではない。移民・外国人は、市民権の獲得を通じて、その国

のマジョリティと同等の権利を行使し、国からの給付を受けることができる。他方で、血統主

義を実践する国では、血統主義の国で生まれた移民の子どもや、移民自身も長期間その国に居

住しても、自動的にその国の国籍、市民権は付与されない。国籍取得（帰化）の申請をしても、

取得要件が厳格であるために、容易にその国の国籍を取得することができない。移民が容易に

移住先の国の市民権を取得できることで、外国人には享受できない権利と給付にアクセスする

ことができ、その結果、移民の社会経済的統合が促進される （Fossati 2011）。 
いま 1 つが、移民を対象とする統合のためのプログラム、社会政策である。具体的には、移

民を対象とするホスト社会の公用語教育の提供、ホスト社会の法律、社会、文化に対するオリ

エンテーション、難民・移民の失業者を対象とする職業訓練事業、職業紹介、公営住宅の提供、

あっせんなどがあげられる。他方で、移民を特別に対象とする支援プログラムを実施すること

で、かえって、移民やその子どもたちの受け入れ社会からの分離や分断、社会的孤立を助長し

ないかという批判もなされている（Castles et al. 2014）。しかしながら、こうしたプログラムが

現実に提供されるのは、移民自身が、教育、言語、住居、就労などで特別なニーズを有し、こ

うしたプログラムが提供されないと、移民とその子どもたちは、ホスト社会で生活を送るうえ

で、著しく不利な状況に直面するからである。統合プログラムの実施を支持する人々は、移民

が移住先社会で生活するうえで、様々な場面での選択の自由が保障されるためには、移民の経

済的な生活状況に直結する、就労、教育、言語、住居などの場面で、特別な支援の提供が必要

であると主張する（Takenoshita 2015）。 
第 3 の移民の社会統合を左右する制度的要因として、受け入れ社会がどのような福祉レジー

ムを採用しているかがある。エスピン・アンデルセンによれば、福祉レジームという概念は、

福祉の生産が、国家、市場、家族にどのように割り振られているかを明らかにする

（Esping-Andersen 1999=2000）。アメリカにおいて典型的な自由主義的な福祉レジームは、小さ

な国家と市場中心的な福祉の提供を重視する。リスクの個人的責任が強調され、失業や貧困状

態に陥っても不十分な福祉給付しか受けられない。国家による再分配の機能が弱いため、経済

的な格差・不平等が大きく、低学歴で特別なスキルをもたない非熟練の仕事に従事する労働者

は、貧困状態に陥りやすい。同様のことは、移民にも当てはまる。移住先の国の学歴がなく、

公用語を話せず、その国の就労現場で有用なスキルをもたない移民も、賃金の低い非熟練の仕

事にしかつけず、貧困に陥りやすい。ルクセンブルグ所得調査（Luxembourg income study）の

データベースを用いた研究によれば、1990 年代のアメリカにおいて、所得再分配後の貧困率が、

ネイティブの世帯では 15％だが、移民世帯では 37％となっており、他の諸国と比べても、移民

の貧困率が著しく高い（Morissens and Sainsbury 2005）。 
対照的に、北欧諸国で典型的に見られる社会民主主義レジームでは、国家が福祉の生産に大

きく関与する。自由主義レジームのように、人々の福祉の生産と配分に市場が重視されると、

人々の稼得力によって社会的資源へのアクセスに大きな格差、不平等が生じがちである。人々
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に様々な選択の自由を保障するためには、万人に生活に必要な社会的資源へのアクセスを平等

に保障する必要がある。普遍主義的、平等主義的な福祉の配分に、国家が大きく関与する。国

家の強力な再分配機能を通じて、所得格差や機会の不平等の点で、不平等の小さい社会が実現

しやすい。社会民主主義レジームにおける寛大な福祉給付は、その社会の市民権をもつ国民だ

けでなく、移民の社会経済的統合にも大きく役立つであろう（Fossati 2011; Kogan 2007; 
Takenoshita 2015）。 
保守主義レジームでは、主な福祉の担い手を家族と想定し、国家は、家族の福祉機能をサポ

ートする役割を果たす。性別役割分業を前提とすると、家族のなかでも男性が主たる稼ぎ手で

あることから、国家は、男性稼ぎ主の雇用を保護することを重視する。さらに、保守主義レジ

ームでは、貢献原則にもとづく社会保険制度が、人々に対する福祉の提供において重要な役割

を果たす。社会保険料は所得に比例し、実際に受け取る給付額も、これまでに支払った保険料

の額により異なる。貢献原則にもとづく社会保険制度は、所得再分配の機能が弱く、既存の階

層構造やジェンダーの不平等を再生産する傾向がある（Esping-Andersen 1999=2000）。既存の不

平等構造を再生産する保守主義レジームの特徴からも、受け入れ社会の階層構造の下層に組み

込まれた移民は、福祉レジームの助けによって、階層的な障壁を乗り越え、上昇移動を企図す

ることは、困難であるかもしれない。とはいえ、保守主義レジームの国は、エスピン・アンデ

ルセンの想定よりも多様であり、福祉に対する公的支出の規模が、国によって大きく異なる。

保守主義レジームと移民との関係を明らかにするときは、こうした同一レジーム内部の国家間

の相違も、留意すべきである（Morissens and Sainsbury 2005）。 
第 4 の移民の社会経済的統合を左右する制度に、労働市場構造がある。そして、労働市場構

造は、先に取り上げた福祉レジームと補完的な関係にあることも注意すべき点である。労働市

場構造が移民の編入様式を大きく左右することは、ポルテスをはじめ多くの論者によって指摘

されてきた。なかでも、労働市場の二重構造と移民との関係を論じたピオレの議論が有名であ

る。労働市場は、中核的な第 1 次労働市場と周辺的な第 2 次労働市場に分断されている。第 1
次労働市場では、労働者が一定の技能や熟練を要する職務に従事しているため、雇用主は労働

者に対して教育訓練を提供するなど、一定の投資を行わなければならない。そのため、雇用主

は、短期的な景気変動が生じても、労働者を容易に解雇することができず、労働者は、安定し

た雇用を享受することができる。第 2 次労働市場では、労働者は非熟練労働に従事しているた

め、雇用主は、労働者に対して教育訓練を提供するなど、投資の必要がない。そのため、景気

変動に応じて、雇用主は容易に労働者を解雇することができる(Kalleberg 2003; Piore 1979)。そ

のため、第 2 次労働市場での雇用は、国内労働者にとってあまり魅力的な選択肢ではなく、労

働力不足が生じやすい。その結果、雇用主は、海外からの移民労働者に依存するようになり、

非熟練労働に従事する移民は、こうして、第 2 次労働市場へと組み込まれていく(King et al. 1997)。
しかし、第 2 次労働市場に組み込まれた移民は、労働市場の分断構造のために第 1 次労働市場

に移動することは、非常に難しい（Luthra and Waldinger 2010; Takenoshita 2013）。 
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近年のグローバル化の進展に伴う労働市場の流動性と非正規雇用の増大は、上記の労働市場

の分断構造の視点からも、考察することができる。中核的な労働市場に組み込まれ、雇用の安

定性を享受できる正規雇用と、周辺的な労働市場で、雇用の不安定な非正規雇用である。しか

し、こうした正規雇用と非正規雇用という雇用関係の二極化は、すべての国で一様に生じてい

るわけではない。非正規雇用の増加の度合いは、労働者の解雇コストによって異なる（Kalleberg 
2000）。ある国の労働法制において、労働者の解雇規制が強く、解雇コストが高く設定されてい

るとき、雇用主は、経営上の理由から労働者を容易に解雇することができない。そのため、雇

用主に対して厳しい解雇規制（Stringent employment protection legislations）が敷かれた国では、

経営者は、教育訓練を必要としない職務や、一時的に必要な職務については、正規雇用ではな

く、解雇の容易な非正規雇用の労働者を多く採用する傾向がある（Hevenstone 2010）。福祉レジ

ームとの関係では、先に論じた保守主義レジームの国々で、主な稼ぎ手である男性の雇用を守

る観点から、正社員に対する解雇規制が強く、その結果、非正規雇用の増加をもたらしている。

他方で、自由主義レジームの国々では、市場メカニズムに依存する度合いが高いため、解雇に

対する規制が弱く、正社員もまた雇用の不安定な状況に直面しがちである。 
解雇規制の厳しい国では、雇用関係が正規雇用と非正規雇用に二極化し、移民労働者は、非

正規雇用として採用される傾向がますます強くなるだろう。正規雇用に対する解雇規制が厳し

いと、労働者を容易に解雇できないため、雇用主は採用時にわかりやすい指標で労働者を選別

しがちである。たとえば女性労働者は、結婚・出産・育児期に、会社を退職する傾向が、男性

労働者よりも平均的に高いことから、女性を採用、教育訓練、昇進などの点で雇用主が差別す

るといったことが考えられる。これらは、統計的差別とも呼ばれている（Leschke 2009）。移民

労働者も、その国の公用語に習熟していない可能性があったり、出身国に帰る可能性があるた

め、国内労働者よりも離職率が高いとみなされ、雇用主は移民を差別的に処遇することも考え

られる（Kogan 2003）。正規雇用を中心とした労働者に対する雇用保護法制は、移民の労働市場

における地位や社会経済的統合に、影響を及ぼすと考えられる（Takenoshita 2013）。 
 

３．移民の出入国管理、統合政策と福祉レジームとの関係 

前節では、社会経済的統合を左右するマクロな諸制度を、それぞれ独立したものとして扱っ

てきた。しかしながら、具体的な各国の事例を検討すると、移民を対象とする政策とその国の

多数の人々を対象とする福祉レジームは、相互に影響を及ぼしあっている。以下では、エスピ

ン・アンデルセンが、自由主義、保守主義、社会民主主義という福祉レジームの典型的な国と

してきたアメリカ、ドイツ、スウェーデンに注目し、移民政策と福祉レジームが相互にどのよ

うな関係にあり、移民の社会経済的統合を左右するのか、主としてセインズバーリーの議論に

もとづき考える（Sainsbury 2006）。以下では、次の点に注目する。第 1 に、当該国の市民権を

もたない外国人に対して、国家による福祉給付がどのように位置付けられているのか。第 2 に、

外国人の入国の経緯や法的な滞在地位が、移民を対象とする福祉給付や統合プログラムの提供
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に、どのような違いをもたらしているか。第 3 に、外国人の市民権の取得がどの程度容易であ

るのか。 
 
（１）アメリカ 
アメリカ合衆国は、典型的な資力調査を伴う福祉給付（公的扶助）と市場による福祉の供給

を重視する自由主義レジームの典型として位置づけられる。ドイツのように、公的社会保険制

度が福祉給付に占める割合が小さく、全市民をカバーする公的医療保険がない。基本的に雇用

主が、医療保険、病気や出産に伴う休業補償などを従業員に対して提供する。そのため、なん

らかの仕事に従事することが、さまざまな福祉給付を受けるために決定的に重要である

（Esping-Andersen 1999=2000）。 
 歴史的に見て、アメリカでは移民の福祉プログラムへのアクセスは、制限されてきた。たと

えば、貧困者の救済や公的扶助のプログラムは、外国人が受給することを禁じてきた。他方で、

難民の福祉受給をめぐる状況は、他の移民とは大きく異なっていた。旧共産主義諸国からの難

民は、アメリカに入国してすぐに、経済、医療、子どもの教育の面で、公的な支援を受けてき

た。他方で、1980 年代以降の非正規滞在の移民の増加を受け、議会では、アメリカの市民権を

持たない移民の福祉受給をさらに制限するための立法化が進められた。在留資格を持つ移民は、

少なくとも入国から 5 年間は、公的扶助の受給を制限されることとなった。 
 1990 年代以降の福祉改革では、移民の福祉の受給には、市民権を取得することが、重要な原

則とされた。移民の中でも、資力調査を伴う公的扶助の受給は、難民にのみ認められ、非正規

滞在の移民や永住権を持つ移民の多くは、公的扶助の受給から排除された。また、公的扶助の

支給をめぐる権限が、連邦政府から州政府や地方政府へと移行することで、移民の公的扶助の

支給に、地域間の格差が増大した。他方で、アメリカの移民政策は、居住開始後 5 年を経過し

た後に市民権の取得が可能になるなど、他国と比較して市民権の獲得が相対的に容易である。

市民権を獲得すれば、出生地がどこであろうと、市民を対象とするあらゆる福祉受給が可能と

なる。このように、アメリカでは市民権のない移民は、アメリカの福祉受給が大きく制限され

る一方、市民権を得ることで、他の市民と同様の福祉プログラムを受給する道が開かれる

（Sainsbury 2006）。 
 
（２）ドイツ 
他方でドイツの福祉レジームは、保守主義とされ、貢献原則にもとづく社会保険制度が中心

であり、就労が福祉受給において非常に重要である。ドイツでは、移民も就労することで、公

的社会保険制度に組み込まれ、さまざまな公的福祉プログラムを受給することができるとされ

る。しかし、ドイツの移民政策は、外国生まれの移民の福祉受給に大きな制限を課してきた。

たとえば、失業によって長期間にわたり移民が福祉給付を受けると、居住許可が更新できなく

なり、市民権の取得や帰化申請ができなくなる。ドイツの福祉レジームでは、就労が公的福祉
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の受給において極めて重要であるのと同様に、移民政策においても、就労は移民の居住許可の

付与に重要な役割を果たしてきた。制限的な就労許可によって移住した移民労働者は、特に弱

い立場に立たされる。そうした労働者が失業して、1 年以内に仕事が見つからなければ、政府

は、労働市場には移民労働者への需要がないとみなし、移民の失業給付の受給を拒否すること

ができる（Sainsbury 2006）。 
1970 年代の労働移民の停止後は、家族再結合による移民が、多くを占めるようになった。ド

イツにおける家族再結合による移民の扱いは、保守主義的な福祉レジームと関係する伝統的な

性別分業の移民政策への影響を大きく反映するものであった。男性稼ぎ主モデルを前提に、家

族再結合によって移住した配偶者は、移住から 4 年間（2000 年には 2 年間に縮小）、就労を禁

止された（Morris 2002）。1990 年までは、呼び寄せられた家族個人に居住許可は与えられず、

居住許可は、家族を呼び寄せた世帯主だけに付与された。呼び寄せられた家族が永住権を取得

するためには、5 年間の社会保険への加入が必要だが、家族再結合によって移住した妻たちは、

移住後すぐに労働市場に参入することができないため、彼女たちが個人として永住権を取得す

るには、さらに長い時間を要した。 
他方で、ドイツ政府から難民認定された人々は、福祉サービスへのアクセスで、著しく異な

っていた。公的扶助、住宅扶助、子ども手当、教育への財政的支援、家族再結合の権利、無制

限の居住許可の更新など、福祉サービスの受給とドイツでの在留の安定化など、非常に有利な

状況にあった。そして、ドイツ以外のヨーロッパやロシアなど各地に移住していた民族的ドイ

ツ人（Aussiedler）が、ドイツに帰還した場合は、難民よりも福祉の受給や統合プログラム（特

別な教育訓練プログラム）の受講などさらに優遇された。しかし近年では、民族的ドイツ人や

難民に対する優遇政策も、大きく削減されている。 
ドイツは、アメリカと比較して、市民権や永住権の取得にさまざまなハードルが課せられ、

困難なものとなっている。ドイツ語の習得は、市民権獲得に必要な項目だが、公的な言語教育

プログラムは、民族的ドイツ人向けに限定されてきた。近年では、ドイツの移民政策の排外性

は弱められつつあるものの、保守主義的な福祉レジームと排外的な移民政策は、相互に影響を

及ぼしあうことで、移民の社会統合を阻害してきた（Sainsbury 2006）。 
 
（３）スウェーデン 
最後にスウェーデンでは、社会民主主義福祉レジームのもと、移民に対してより包摂的な施

策を行ってきた。スウェーデンでも、保守主義レジームのように、貢献原則にもとづく社会保

険制度が拡大する勢いを見せているが、スウェーデンでは社会保険料の加入と支払いは、福祉

給付の受給に決定的に重要というわけではない。多くの福祉サービスは、税と雇用主による保

険料の支払いによってまかなわれ、市民権をもたない移民の福祉受給は、居住にもとづく権利

として承認されてきた。スウェーデンの移民政策の基本的な原則とは、居住を基盤とする権利

付与である。これは、当初は、近隣の北欧諸国からの移民の諸権利をスウェーデン人と平等に
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処遇することから出てきたものであり、こうした原則が、難民や永住権をもつ移民へと次第に

拡張されてきた。移民、難民を居住にもとづき平等に処遇するスウェーデンの移民政策をもと

に、ハンマーは、デニズンシップ（Denizenship）という概念を提起した（Hammar 1990=1999）。 
スウェーデンにおける戦後の移民流入は、ドイツのそれと非常によく似ている。外国人労働

者の募集と戦後の高度成長期における労働移民、石油危機に伴い労働移民の募集の停止とその

後の家族再結合と難民の大規模な流入である。しかしながら、そうした外国人をどのように統

合してきたかという点で、ドイツとスウェーデンは大きく異なる。難民と庇護申請者を同等に

扱うこと、家族再結合に対する寛大なルールの策定、移民に対する文化的政治的諸権利の導入、

外国人への地方参政権などを、スウェーデン政府は市民権を持たない外国人に対して行ってき

た（Brochmann and Hagelund 2012）。 
スウェーデンでは、居住許可を持つすべての移民に対して、スウェーデン市民と同等の福祉

サービスの提供を行ってきた。外国人労働者は、失業給付や労働災害の保障に入国後かなり早

い時期からアクセスすることができ、短期間の居住で、移民は、公的健康保険、子ども手当て、

住居手当、公的扶助を利用することができた。ドイツでは、福祉サービスの受給に、就労と家

族主義が前提とされ、就労する男性世帯主を中心にサービスの提供がなされたが、スウェーデ

ンではいくつかの福祉プログラムの支給は、個人主義、市民権、居住の原則にもとづいて行わ

れたため、さまざまな理由から移民が仕事につけなくても、こうした福祉サービスを受給する

権利が認められた。さらに、福祉の受給が居住にもとづいて行われてきたことから、難民と居

住許可を持つ移民との間に社会的権利の保障をめぐって著しい区分や格差が存在しないことも、

スウェーデンにおける移民の福祉プログラムの大きな特徴である（Sainsbury 2006）。 
1990 年代以降のスウェーデンにおける景気低迷は、政府の福祉支出の削減をもたらした。し

かし、アメリカやドイツとは異なり、スウェーデンではことさらに、移民だけが福祉の削減対

象となっているわけでは必ずしもない。とはいえ、1990 年代の景気低迷の結果、移民の就労率

は低下した。失業率の増大により、税を財源とする貢献原則に依拠しない公的扶助受給者が、

移民の間で大きく増加した。その結果、公的扶助の代わりに、庇護申請者と難民については、

特別な手当ての制度（Introduction allowance）を創設し、その手当ての受給期間は、入国から 2
年以内の期間とされた（Brochmann and Hagelund 2012; Sainsbury 2006）。 
最後に、市民権獲得の要件について触れると、スウェーデンは、アメリカ以上に帰化の要件

が自由主義的である。帰化にいたる居住用件は、現在 5 年間であり、帰化に際してスウェーデ

ン語の試験などは課されない。また 2000 年代以降は、帰化に際し、出身国の市民権の放棄も要

求されなくなった。実際、移民のなかでも帰化した人の割合は、アメリカよりもスウェーデン

のほうが高い（Sainsbury 2006）。 
以上、3 カ国における移民の社会的権利の保障と福祉サービスの提供と制限についてみてき

た。各国とも、異なる移民と福祉政策の発展の歴史を有するが、各国の異なる福祉レジームと

移民政策が相互に影響を及ぼしあい、その国に特有な移民の統合政策が行われてきたことが、
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これらの検討を通じて理解できる。福祉サービスの提供が、個人に対する社会的権利の保障と

して行われてきたスウェーデンでは、市民を対象とする福祉サービスが、移民にも拡張されて

きた。他方で、市場メカニズムによる福祉の生産と供給を重視するアメリカでは、政府の市民

に対する福祉の提供は、貧困層など限定的であるが、移民を対象とする場合、さらなる制限が

設けられていた。家族主義を重視するドイツでは、福祉の提供に男性稼ぎ主モデルが前提とさ

れることで、女性の移民の社会的権利が十分に保障されていなかった。加えて、血統主義的な

市民権モデルを重視するため、民族的なドイツ人を優遇する反面、血統を共有しない移民が、

福祉サービスを受給することで、居住許可の更新を拒否するなど、排外主義的な対応もとって

きた。このように、福祉レジームと移民政策の相互の関係と、それらがどう移民の統合政策を

形成するかは、移民の社会階層と政策との関係を考えるときの重要な論点である。 
 
４．マクロな諸制度と現実の移民の社会経済的統合との関係 

前節では、移民の社会経済的統合を左右する福祉レジームと移民政策との関係について、各

国の事例にもとづき論じてきた。本稿では最後に、移民を受け入れる各国のマクロな諸制度が、

移民の社会経済的統合にいかなる影響を及ぼしているのか考察する。各国の移民統合政策の取

り組みを比較可能な形で指標化したものに、移民統合政策指標（Migration Integration Policy 
Index: MIPEX）がある。2014 年の結果を見ると、対象となった 38 か国中、ポルトガルと並ん

でスウェーデンが、移民統合政策への取り組みがもっとも進んでいるとして、第 1 位（80 点）

にランクされ、本稿で取り上げたドイツとアメリカは、それぞれ 9 位（63 点）と 10 位（62 点）

であった。日本は、43 点で 31 位であった 2)。労働市場への統合についても、スウェーデンは

98 点と第 1 位にランクされ、ドイツは 4 位（86 点）、アメリカは 13 位（67 点）であった。 
スウェーデンにおける市民に対する平等主義的、普遍主義的な福祉の提供は、移民統合政策

指標でも高く評価されるなど、移民の社会統合政策を推進する大きな効果を有しているように

見える。それでは、実際にこれらの政策はどの程度、現実の移民の社会経済的統合に寄与して

いるのであろうか。ウィーズブロックによれば、2004 年から 2005 年にかけてのスウェーデン

の失業率について、ネイティブと外国生まれとの格差を計算したところ、男性と女性ともに、

外国生まれの方がネイティブよりも失業率がおよそ 2 倍高かった（外国生まれの失業率は男性

で 14％、ネイティブで 7％）。ドイツでは、その数値は男女ともに 1.6 倍から 1.7 倍となってお

り、必ずしも、スウェーデンの政策が、移民とネイティブとの失業率の格差の縮小に大きく貢

献しているわけではない（Wiesbrock 2011）。EU 域外からの移民に注目すると、失業率の格差

はさらに大きく、スウェーデンに住む EU 域外出身移民の失業率は 4 割近くと非常に高い

（Kogan 2006） 3)。 
コーガンは、マルチレベル分析によって、福祉レジーム、解雇規制の厳しさ、職種における

非熟練労働の占める割合といった各国の異なるマクロな制度的文脈が、EU 域外出身の移民の

失業にどのような影響を与えているのかを、ヨーロッパ労働力調査（EU labor force surveys）を
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用いて検討する。年齢、学歴、エスニシティといった個人属性をコントロールしても、これら

3 つのマクロな制度変数は、失業率に有意な影響を及ぼしていた。福祉レジームについては、

保守主義を基準とした時、自由主義レジームの国では、EU 域外からの移民とネイティブとの

失業率の格差は有意に小さく、社会民主主義レジームの国では、両者の格差は有意に大きい。

職業構造における非熟練労働の占める割合の高い国ほど、EU 域外出身の移民とネイティブと

の失業率の格差は、有意に小さい。そして、福祉レジームを統制しなければ、解雇規制が厳し

く、労働市場の硬直性の大きな国ほど、EU 域外からの移民とネイティブとの失業率の格差は、

大きい（Kogan 2006）。解雇規制が移民の失業率に及ぼす効果は、2 節で論じた労働市場構造と

移民の統合との関係に関する理論的予測を支持する結果でもある。国家による労働市場の規制

が大きく、労働市場が硬直的な、保守主義と社会民主主義の国々では、移民とネイティブとの

労働市場の分断が起こりやすく、移民の就業が困難なものとなっている（Kogan 2006）。 
加えて、移民に対する統合プログラムにも、移民の労働市場参加を促進するというより、参

加を押しとどめる効果があるのではないかという指摘も見られる。スウェーデンでは、難民や

移民等を対象に言語教育と法律や諸制度、社会生活についてのオリエンテーションが、平均し

て 2 年間行われている。これらは、スウェーデンの言語や社会についてじっくりと学習する機

会を提供する反面、移民・難民をスウェーデンの労働市場から引き離し、長期にわたる学習が

かえって、移民の労働市場への円滑な移行を妨げているのかもしれない（Wiesbrock 2011）。 
しかし、スウェーデンの失業率の高さは、統合プログラムそれ自体の問題ではなく、他の要

因が複合的に影響して生じている可能性もある。第 1 に、出入国管理政策によって、どのよう

な移民がホスト社会において選抜されているかである。スウェーデンでは、1990 年代以降の移

民の多くは、難民と難民を中心とした家族呼び寄せである。難民とその家族は、出身国で十分

な教育を受ける機会がなく、長期間の難民キャンプでの生活のため学校での教育経験のない人

たちも多くいる。こうした人たちが、高学歴化が進行し、産業構造の高度化を経験する社会で、

何らかの仕事につくのは、非常に難しい課題である。第 2 に、受け入れ国の公用語を、移住前

から移民がどれだけ学習する機会があるかである。スウェーデン語は、世界で外国語として学

習される機会に乏しく、スウェーデンへの移民は、移住後にスウェーデン語を学習する期間が

必要である。スウェーデン語の学習の必要性が、労働市場への円滑な移行を阻み、失業率を高

めているのかもしれない（Wiesbrock 2011）。第 3 に、スウェーデンでは最低賃金が高く設定さ

れてきたことで、非熟練労働者への賃金が相対的に高く、雇用主は非熟練労働者をなるべく少

なく雇用しようとし、非熟練労働への需要を低下させてきた。非熟練労働は、学歴や移住先社

会に特有な人的資本やスキルに乏しい移民にとって、参入障壁の低い職種である。このように、

労働市場における非熟練労働の割合の低さは、移民の失業率を高めることに寄与する（Kogan 
2003; Kogan 2006）。 
本稿では、移住先社会におけるマクロな制度的状況と、移民の社会経済的統合との関係を、

欧米の先行研究に依拠して論じてきた。多くの先進産業諸国は、脱工業化とグローバル化とい
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う社会変動を経験しているが、その変化は、各国で一様に生じておらず、各国の制度的状況に

よって異なっている。移民の社会経済的統合には、移民を対象とする統合プログラムと福祉レ

ジームがきわめて重要な役割を果たしているが、実際の移民の統合の状況を、失業率などの統

計指標でみると、充実したプログラムの実施が必ずしも失業率の低下に寄与していないことも

分かった。出入国管理政策における移民の選抜のあり方や非熟練労働への需要といった労働市

場の構造、植民地支配の遺産といった要因の方が、移民の統合を左右しているという結果も見

られる。移民の社会経済的統合は、大規模な移民受け入れを経験している国々にとって、きわ

めて重要な問題である。ヨーロッパ諸国でみられる移民とネイティブとの対立、葛藤の背後に

は、移民の経済的な周辺化、職業的な上昇移動の困難などが関係しているという指摘もある。

日本の移民の階層の問題を考えるとき、移民の社会経済的統合をいかに推し進めていくかとい

う視点は、今後ますます重要なものとなるであろう。 
 
【註】 
1) こうした移民の統合をめぐる 2 つの視点は、同化主義や多文化主義の中でも、以前から論じられてい

たことでもある（関根 1994）。 
2) MIPEX については、次の HP を参照した。http://www.mipex.eu/ （アクセス日：2016 年 3 月 31 日） 
3) EU 域外出身の移民の失業率の高さは、スウェーデンだけでなく、他のヨーロッパ諸国においても認め

られる。 
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